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報告事項 鳥取県中部地域公共交通計画における事業内容及び各種事業実施状況 
 

令和５年６月 
 

現状・課題 事業内容 実施状況及び今後の主な取組（案） 

［利用者ニーズへの対応］ 
○目的地への移動利便性の向上 

バスサービスの満足度が低い
項目である「運行本数」「ダイヤ」
「最終便の時間」「待合環境」「料
金」「運行経路」の改善により、
目的地への移動利便性を向上さ
せる必要がある。 

 
○移動時間帯に応じた利便性の向上 

朝の時間帯は通勤・通学利用
が中心で定時性が求められ、そ
れを過ぎると通院や買物移動の
需要に移り、高齢者にはお昼前
後に帰宅したいというニーズが
ある。時間帯に応じて利用者層
や公共交通へのニーズも変わる
ことから、移動時間帯に応じた
利便性の確保が求められる。 

 
○外来者や観光客に対応したバス
サービスの向上 

公共交通で訪れた県外観光
客、外国人観光客あるいは仕事
等による来訪者の移動手段とし
て、路線バスの利用促進を図っ
ていく必要がある。そのために
は、観光客等の動向に対応した
路線・ダイヤの確保、わかりやす
い情報提供等により使いやすい
バスサービスが望まれる。 

 
○移動不便地域・公共交通空白地
域への対応 

バスの乗り継ぎがスムーズに
いかず移動の際に長い待合時間
が発生する移動不便地域や、バ
スが利用しにくい公共交通空白
地域に対し、接続の改善、タクシ
ー等を積極的に活用したデマン
ド型乗合タクシーやタクシー助
成の充実等、状況に応じた移動
支援を行う必要がある。 

 
○待合環境・乗車環境の充実 

未整備のバス停の整備推進に
加え、乗降がしやすいように車
両の低床化をさらに進めていく
ことやＵＤ（ユニバーサルデザ
イン）タクシーの活用を行って
いく必要がある。 

＜移動利便性の向上＞ 
事業１－１ 
通勤・通学利便性の
向上 
 
 
 
 
 

○通勤・通学時間帯のダイヤルートの改善 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

※R1.10月、R3.4月路線再編実施 
⇒R1.10月に赤碕線の定光寺入口から出口区
間を福守町・鴨川町方面経由のルートに
変更し、倉吉西高周辺を経由する路線を
新設（上り 3便、下り 3便）。R3.4 月に
鳥取中央育英高等学校、琴の浦高等特別
支援学校の通学向けの便を新設。 

⇒R1.10月に倉吉駅から倉吉総産高区間を運
行する倉吉総産高への通学便を新設（上
り 1便、下り 1 便）。 

 
※実施時期未定（今後再検討） 
⇒短期大学～倉吉駅～西倉吉間について、
夕夜間の時間帯に限定した路線の試験的
な運行を実施。 

 
○西倉吉工業団地へのバスの乗り入れ 
【検討主体：県・倉吉市・交通事業者】 

※R1.10月路線再編実施 
⇒社線・北谷線の西福守町から国府西口区
間を西倉吉工業団地内経由のルートに変
更し、通勤便を新設（社線：上り 2 便、
北谷線上り 1便・下り 1便）。 

事業１－２ 
通院・買い物利便性
の向上 
 
 
 
 
 

○河北地域へのバスの乗り入れ 
【検討主体：県・倉吉市・交通事業者】 
※R2.4月路線再編実施 
⇒北条線・橋津線のルートを一部変更し、商
業施設が集積する国道 179号を経由する路
線を新設（北条線：上り 1便・下り 2便、
橋津線上り 3便・下り 2便） 

 
○病院と商業施設間の移動ダイヤの改善 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

※令和 2年 4月路線再編実施 

⇒河北地域へのバスの乗り入れに同じ 

※R3.10月路線再編実施 
⇒倉吉市中心市街地の北側を通る従来のル

ート（北側ルート）の一部を、倉吉パー
クスクエアと、厚生病院・野島病院等の
総合病院をつなぐ南側ルートに変更し、
相互アクセスを改善。 

事業１－３ 
倉吉市中心市街地内
移動の利便性向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○倉吉未来中心周辺へのアクセス利便性の
改善 

【検討主体：県・市町・交通事業者】 

※R3.10月路線再編実施 
⇒倉吉市中心市街地北側ルートを走る路線
の一部を、倉吉パークスクエアバス停を
経由する南側ルートに変更し、倉吉未来
中心へのアクセスを改善。 

 
○医療機関へのアクセス利便性の改善 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

※R2.4月路線再編実施 
⇒河北地域へのバスの乗り入れとあわせ、信生
病院へのアクセスを改善。 

 

［資料３］ 
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現状・課題 事業内容 実施状況及び今後の主な取組（案） 

 
 
 
 
 
 
 
事業１－４ 
観光移動の利便性向
上 
 
 
 

※R3.10月路線再編実施 
⇒倉吉市中心市街地北側ルートを走る路線
の一部を、厚生病院・野島病院等の総合
病院により近い南側ルートに変更し、通
院の利便性を改善。 

 
 
○観光地間をつなぐ路線・ダイヤの改善 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

※R1.10月路線再編実施 
⇒・北条線の起終点を由良駅とし、青山剛

昌ふるさと館の営業時間帯（9～16時）
に青山剛昌ふるさと館を経由する路線
を新設（上り 6 便、下り 6便）。 

・赤碕線の大栄庁舎前から由良新橋区間
のルートを一部変更し、青山剛昌ふる
さと館を経由する路線を新設（上り 2
便、下り 2便）。 

 
※R3.10月路線再編実施 
⇒将来の県立美術館開館、バス停設置を見

据え、中心市街地の一部路線を北側ルー
トから南側ルートに変更するのに合わ
せ、横田線等を倉吉駅～美術館付近（合
同庁舎前、倉吉パークスクエア）～白壁
土蔵を結ぶ路線に変更。 

 
○観光客向けパスの発行・PR 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒全県区間で３日間乗り放題となる「乗り
放題手形」、中部地域の一部区間で２日
間乗り放題となる「湯～遊２デーパス」
の PR。 

 
○インバウンド対応の多言語化 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒バスマップの英語表記を追加。青山剛昌
ふるさと館前に多言語案内板を整備。 

 
⇒※R4.9月～実施 

主要な経路検索サイト、アプリで県内の
バス情報が検索できるよう、バス情報の
国標準データ（GTFS）化を行うととも
に、県 HP上に掲載し、オープン化を実
施。GoogleMap等の経路検索で、県内の 
路線バスの時刻表等が表示されるように
なった。 

 
⇒※R5年度中実施予定 

バスの現在位置情報をお知らせする「バ
スロケーションシステム」を更新し、位
置情報の国標準データ（GTFS リアルタイ
ム）化を実施予定。さらに、県 HP上に掲
載し、オープン化を進める。GoogleMap 等
の経路検索サイト上にもバスの現在位置
や遅延情報等を掲載予定。 
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現状・課題 事業内容 実施状況及び今後の主な取組（案） 

 ＜乗り換え抵抗の低
減化＞ 
事業２－１ 
円滑な移動のための
環境整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業２－２ 

乗り換え接続の改善 

 
 
 
 
 
 
 
 

事業２－３ 

ＩＣカードの導入に

関する研究 

 

○バス停及び主要拠点の待合環境整備 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒計画の進捗にあわせ、新規バス停等の待合
環境整備を実施。 

（整備済み） 
 ・赤碕線（西福守町・福守町地内 3カ所） 

 ・北谷線・社線（西倉吉工業団地内 2カ所） 

 ・倉吉総合産業高校線（高等学校内 1カ所） 

・北条線（青山剛昌ふるさと館前 1カ所） 

・北条線・橋津線（国道 179号沿い 5カ所） 

 
○バス車両のバリアフリー化、ＵＤタクシー

の利活用の推進 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒国の車両償却費補助制度を活用し、低床バ
スの導入を進めており、バス車両のバリア
フリー化率は年々向上している。 

  ( R2末)  (R3末)  （R4末） 

【日ノ丸自動車】91.9% ⇒ 93.2%  ⇒ 95.4% 

【日本交通】  89.0% ⇒ 88.6%  ⇒ 89.4% 

 
⇒ＵＤタクシーを 200 台導入し（うち中部 30
台）、環境整備（ＵＤ研修、乗り場整備）
も実施済み。引き続き利活用策を検討す
る。 

 
 

○乗り換え接続時間の短縮化 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒通期・通学・通院時の利便性向上を図るた

め、今後、乗換時の接続時間の短縮化を抜

本的に検討する。 

 

○乗り換え情報の提供 

 ※インバウンド対応の多言語化に同じ 

 
 

○ＩＣカードの導入可能性の研究 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒ICカードの導入等キャッシュレス化に向け
て引き続き関係機関で検討する。 

［新規需要の掘り起こしと利用促進］ 

○高校生のバス利用の促進 

高校生のバス通学者を増やす
ことは利用者増の有効手段とな
る。通学手段の自家用車送迎か
らバス利用への転換を促す意識
啓発や特割定期のＰＲ等を通し
てバス利用者の拡大に努め、併
せて保護者負担の軽減化を図る
必要がある。 

＜バス利用の促進＞ 

事業３－１ 

高校生のバス利用促進 

 

 

 
 
 
 
 

○自家用車送迎からバス利用への移行促進 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

○割引定期のＰＲと利用促進 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒高等学校別に利用促進チラシ「通学スタイ

ル」を配布しており、R1年度からは中学３

年生にも配布。引き続き実施する。 

 

○新たな割引制度・助成制度の創設 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 
⇒R2年度から県市町村の通学費助成により、

高校生利用者の自己負担額が軽減（自己負
担は月額上限７千円）。また、利用促進チ
ラシの中に、複数バス路線や JR と組み合
わせて通学する際も上限７千円となること
を R3 年度配布分から明記。 
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現状・課題 事業内容 実施状況及び今後の主な取組（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○企業・事業所によるエコ通勤の

促進 

職場の近くにバス停はあって

も自宅周辺にバス停がないこと

や、勤務体制が３交代などの変

則勤務の場合はそれに見合った

ダイヤがないことなどから、現

状ではバスによる通勤は限定的

である。その一方で、今回の企業

等を対象にしたアンケート調査

結果ではエコ通勤に興味を示す

ところもみられることから、ダ

イヤの改善や意識啓発活動によ

る利用促進の展開が望まれる。 

 

 

 

○総合的な利用促進 

バス利用者が減少する中で、

上記のように対象者を絞り込ん

だ利用促進策のほかに、普段自

家用車利用をしている人に対し

ても幅広く意識啓発を促すパー

ク＆ライドのほか総合的な利用

促進の取組を行い、バス利用者

の全体的な底上げを図る必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業３－２ 

高齢者等のバス利用

促進 

 

 

 

 

 

 

事業３－３ 

企業・事業所のバス

利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業３－４ 

バス体験活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○割引定期のＰＲと利用促進 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

○新たな利用助成制度の創設 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒各市町老人クラブに割引定期等のＰＲを

実施済み。今後、他地域の事例を参考に

新たな割引制度の導入を検討する。 

 

 

○企業・事業所への意識啓発の取組 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒公共交通機関の通勤利用を促すための利

用促進チラシ「通勤スタイル」を更新

し、県等の HP上で公開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ノーマイカー運動の実施 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒バスに乗っていただくきっかけづくりと

するため、R4年度にノーマイカー運動「100

金バス」を実施した。期間中の毎週金曜日

は１乗車あたり一律 100円（小学生以下は

無料など）でバスに乗ることができ、特に

赤碕線、関金線などの長大路線の利用者が

多く、利用者からは好評だった。内容や時

期を調整の上、引き続き実施を検討する。 

 

○バスの乗り方教室・体験試乗会の開催 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒公共交通を積極的に利用する意識の醸成

を図るため、R元年度には鳥取県中部福興

祭と連携し、公共交通の乗り方教室を開

催。引き続き今後の実施を検討する。 

 

○商業施設等とのタイアップによる利用促

進 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒商業施設 19店と連携し、バス定期券に特

典を付与する制度を R2.2に創設した。今

後、ノーマイカー運動に合わせた商業施

設との連携キャンペーンについても検討

を行う。 

 

○公共交通利用促進県民運動との連携 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒公共交通利用促進県民運動を実施する

「みんなが乗りたくなる公共交通利用促進

協議会」と連携した取組を検討する。 
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現状・課題 事業内容 実施状況及び今後の主な取組（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜情報提供の強化＞ 

事業４－１ 

多様な情報提供と内

容の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＩＣＴ等を活用した情報提供の強化 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

※インバウンド対応の多言語化に同じ 

 

○バスマップの作成 
【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒R3 年度に作成した中部地域バスご利用ガ

イド（5,000 部）について、引き続き主要

駅等の集客施設、自治体窓口、乗り方教室

等で配布するとともに、必要に応じた更新

を行う。 

［持続可能な運行体制の確立］ 

○効率的なバス運行への再編 

本地域内には自治体間をまた

がる長大路線が多く運行されて

いる一方で、利用の少ない路線

も見受けられる。また、中心市街

地の構造から時間帯によって路

線の重複も多い。将来にわたっ

てバス路線を維持するため、実

状に応じた運行の効率化に迫ら

れている。 

また、旅客運送と貨物運送を

組み合わせた貨客混載の取組に

ついて、地域の実情に合わせて

検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○バス・タクシー乗務員の確保 

全国的にバス・タクシーの乗

務員不足・高齢化が進んでいる

が、単にバス・タクシー事業者だ

けの問題ではなく、今後の公共

交通の安定的な運行のために重

要かつ不可欠な課題となってい

ることから、官民一体となった

乗務員の確保・育成施策の展開

が求められている。 

 

＜効率的な運行の実現＞ 

事業５－１ 

効率的な運行形態へ

の再編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業５－２ 

貨客混載の取り組み

検討 

 

 

事業６－２ 

持続可能な運行体制

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

○長大路線の効率化 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

※令和元年 10月、R3年 4月路線再編実施 
⇒赤碕線（上下 28 便）の見直し（上下 4
便）及び倉吉農高・倉吉西高周辺を経由
する路線（上下 6便）、青山剛昌ふるさ
と館を経由する路線（上下 4 便）を新
設。R3.4 に鳥取中央育英高等学校、琴の
浦高等特別支援学校の通学向けの便を新
設。 

 

※R3年 10月路線再編実施 

⇒倉吉市と三朝町をつなぐ穴鴨線・小河内線

について、朝夕の通勤通学便を除き、三朝

町内完結のフィーダー路線に再編。 

 

⇒利用実態の正確な把握、路線再編の効果

測定、需要に応じた更なる路線再編に活

用するため、引き続きバスの乗降データ

収集手法について検討する。 

 

○中心市街地における過密ダイヤの緩和 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

※R3年 10月路線再編実施 

⇒倉吉市中心市街地の北側を通る従来のル

ート（北側ルート）の一部を、便数の少

ない南側ルートに変更し、北側の過密ダ

イヤを解消するとともに、南側の利便性

向上を図った。 

 

○貨客混載の導入に向けた検討 

【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒交通事業者と物流事業者間で協議しなが

ら継続検討する。 

 

○土日祝日のダイヤの見直し 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒バスドライバーの労働条件改善の観点か

ら、土日祝日は利用実態に合わせてダイ

ヤを見直す。 

⇒今後、詳細な利用状況を把握し、バス事

業者の交番等を考慮しながら、適切なダ

イヤを検討する。 
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現状・課題 事業内容 実施状況及び今後の主な取組（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住民との協働による運行の検討 

本地域内の公共交通空白地域

を一般乗合バスで細かくカバー

することは困難である。そのよ

うな地域では、自治会やＮＰＯ

による公共交通空白地有償運送

や住民によるボランティア輸送

等が考えられることから、必要

に応じて住民との協働による運

行について検討することが望ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜路線維持のしくみ

づくり＞ 

事業６－１ 

住民との協働による

しくみづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○タクシーの活用等による効率的な運行形

態の導入 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒乗用タクシー助成拡充などによる乗用タ

クシー活用や乗合タクシー導入を検討す

る。 

 

○ ドライバーの確保・育成支援 

【検討主体：県・市町・交通事業者】 

⇒R元年度に関係機関が連携し、ドライバー

仕事ＰＲ、路線バス・ＵＤタクシー運転

体験会、交通事業者との就職相談会等を

実施した。今後の実施を検討する。 

 

 

 

 

○住民との協働による運行のしくみづくり

の研究 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒住民からの要望に応じ、住民が主体となっ

て運行するしくみについての勉強会を適宜

実施する。 

 

○住民等との協働による待合環境整備への

協力 
【検討主体：県・市町・交通事業者・住民】 

⇒「倉吉市住民参加型・地域企業貢献型バス

停留所上屋整備事業補助金」により協働によ

る待合環境整備に取り組んでおり、引き続き

周知を行い、整備推進を図る。 
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再編路線の利用状況 

R5.6 鳥取県地域交通政策課 

 

○通勤通学便として再編・新設した赤碕線西倉吉経由便、倉吉総合産業高校線は一定の利用があるもの

の、やや利用者数が減少傾向に見て取れる。 

○一方で、観光利用が主の青山剛昌ふるさと館は前年度と比較し、利用者増の傾向が見られる。 

 

⇒令和４年度も全ての便において、新型コロナウイルスの影響を大きく受けたと考えられる。 

 新型コロナウイルスが５類に移行となった令和５年５月以降の利用状況を注視するとともに、あら

ゆる場面でバスをはじめとした公共交通機関の利用を呼びかけていく必要がある。 

 

１ 令和元年１０月再編路線の状況 

（１）赤碕線の西倉吉経由便 

倉吉西高校向けの通学便の西倉吉バス停乗降数は、月や日によって利用人数にばらつきがあり、 

全体ではやや利用者数が減少傾向にあるものの、一定数の利用がある。 

    

（２）倉吉総合産業高校線 

季節によって波が大きく、特に梅雨や雪の時期の利用が多い傾向にある。利用者数はほぼ横 

ばいだが、１５時５０分発の帰りの便の利用が少ない。 
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（３）北条線の青山剛昌ふるさと館経由便（※赤碕線は乗降データなし） 

   ・令和３年度と比較すると、徐々に利用者数が増えてきている。（※令和５年５月１日～８日の

GW期間中は利用者５１名） 

   ・方面別の利用状況は、引き続き「倉吉駅方面→ふるさと館」の利用が多い。 
                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                             

（４）社線、北谷線の西倉吉工業団地内経由便 

    令和３年度以降はやや増加傾向だったが、令和４年度は利用が低調。また、昨年度に引き続 

き、倉吉農高 19:11発の利用がほぼない状況となっている。 

      

 

２ 令和２年４月再編路線の状況 

○北条線・橋津線の国道 179号線経由便…乗降データがないため分析不可 
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３ 令和３年４月再編路線の状況 

○赤碕線（西倉吉経由便）の増便及び経路新設 

鳥取中央育英高校、琴の浦高等特別支援学校向けの通学便を増便するとともに、経路を新設。 

新設経路上（広瀬町～福守町北バス停）において一定数の利用があるものの、徐々に利用者が 

減少している。 

４ 令和３年１０月再編路線の状況 

○倉吉市中心市街地通過路線の再編 

  ・従来の北側ルートから、総合病院や観光施設にアクセスが良い南側ルート（倉吉パークスクエ 

ア、市役所打吹公園入口バス停等を経由するルート）に一部路線再編を行ったところ、再編当 

初から現在まで、特に桜 7:42 発の利用が多くなっており、通院や通勤の足として利用されて 

いると考えられる。利用者数は再編時点からほぼ横ばい。 

   ・また、上井三朝線の一部について、厚生病院正面玄関前への乗り入れを実施。利用者数は月平 

均で約 40 人（昨年度報告時点 36 人）と多くないものの、厚生病院前バス停と比べて移動距離 

がかなり短縮され、通院利便性が向上している。  

  

 

 


